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水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容

水
戸
学
形
成
の
一
側
面
と
し
て

橋

本

雅

之

一

水
戸
藩
に
お
い
て
『
常
陸
国
風
土
記
』（
以
下
、『
常
陸
』
と
略
す
）
が
流
布
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）、
加

賀
藩
か
ら
借
り
受
け
た
写
本
（
以
下
、
加
賀
本
と
呼
ぶ
）
の
書
写
に
始
ま
る
（
注
1
）。

こ
の
加
賀
本
が
『
常
陸
』
写
本
の
祖
本
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
残
念
な
が
ら
現
在
は
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
彰
考
館
で
書
写
さ
れ
た
写
本
と
そ
の
転
写
本
が
複
数
存
在

し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
戦
災
で
焼
失
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
水
戸
藩
に
お
い
て
は
、
早
く
か
ら
『
常
陸
』
に
対
す
る
関
心
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
書
写
の
み
な
ら
ず
、
複
数
の
地
誌

の
中
に
地
理
的
・
歴
史
的
資
料
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
私
が
確
認
し
た
範
囲
内
で
い
う
と
、『
常
陸
』
の
引
用
が

確
認
で
き
る
の
は
、
次
に
挙
げ
る
四
つ
の
資
料
で
あ
る
。

小
宅
生
順
（
寛
永
十
五
年
〈
一
六
三
八
〉
～
延
宝
二
年
〈
一
六
七
四
〉）
編
『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』（
中
山
信
名
写
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
、
他
多

数
現
存
）

水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容
（
橋
本
）

― 117 ―



長
久
保
赤
水
（
享
保
二
年
〈
一
七
一
七
〉
～
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉）
編
『
常
陸
考
』（
赤
水
自
筆
本
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
の
み
現
存
）

小
宮
山
楓
軒
（
明
和
元
年
〈
一
七
六
四
〉
～
天
保
十
一
年
〈
一
八
四
〇
〉）
編
『
水
府
志
料
』（
楓
軒
自
筆
本
、
国
会
図
書
館
所
蔵
本
、
他
数
種
類
現
存
）

北
条
時
鄰
（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
～
明
治
十
年
〈
一
八
七
七
〉）
編
『
鹿
嶋
志
』（
版
本
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
の
み
現
存
）

か
つ
て
秋
本
吉
郎
は
古
風
土
記
の
受
容
に
つ
い
て
（
注
2
）、

風
土
記
の
近
世
的
研
究
は
、
古
代
官
撰
地
方
誌
と
し
て
の
風
土
記
の
独
自
の
価
値
本
質
を
認
め
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
神
典
・
国
史
・

万
葉
の
考
究
を
主
対
象
と
し
て
、
そ
の
研
究
の
傍
証
資
料
と
し
て
役
立
つ
と
い
ふ
点
に
風
土
記
の
価
値
を
認
め
、
風
土
記
研
究
が
副
位

的
に
行
は
れ
て
ゐ
た
に
他
な
ら
な
い
。（『
風
土
記
の
研
究
』「
風
土
記
の
伝
来
」
三
一
九
頁
）

と
述
べ
、
古
風
土
記
は
『
万
葉
集
』
を
は
じ
め
と
す
る
古
代
資
料
の
傍
証
と
し
て
役
立
つ
副
位
的
文
書
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
論
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
に
挙
げ
た
四
つ
の
地
誌
は
、
水
戸
藩
の
風
土
を
地
理
的
・
歴
史
的
視
点
か
ら
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
『
常

陸
』
は
、
古
代
の
水
戸
藩
領
域
の
地
理
考
証
や
歴
史
的
事
情
を
確
認
す
る
主
要
な
資
料
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
副

次
的
文
書
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
秋
本
は
『
万
葉
集
』
の
注
釈
を
は
じ
め
と
す
る
古
典
文
学
の
資
料
に
引
用
さ
れ
た
古
風
土

記
を
中
心
と
し
て
考
察
を
し
た
た
め
に
、
右
の
よ
う
な
地
誌
に
引
用
さ
れ
て
い
る
古
風
土
記
に
つ
い
て
は
見
落
と
し
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。

近
世
の
地
誌
に
引
用
さ
れ
た
古
風
土
記
の
実
態
を
解
明
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
受
容
史
研

究
に
関
し
て
は
、
す
で
に
兼
岡
理
恵
の
先
駆
的
研
究
が
あ
る
が
（
注
3
）、

古
風
土
記
研
究
の
中
で
は
未
開
拓
の
分
野
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
本
稿

は
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
立
っ
て
、
古
風
土
記
の
受
容
史
研
究
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
水
戸
藩
の
地
誌
と
『
常
陸
』
の
関
係
に
つ
い

て
基
本
的
問
題
の
確
認
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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二

さ
て
、
そ
こ
で
最
初
に
挙
げ
た
四
つ
の
地
誌
に
お
い
て
『
常
陸
』
は
ど
の
よ
う
な
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

（
1
）『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』

こ
の
資
料
と
『
常
陸
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
兼
岡
理
恵
の
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
考
察
を
進

め
て
い
こ
う
。
兼
岡
は
（
注
4
）、

水
戸
彰
考
館
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
書
写
の
背
景
に
は
、
水
戸
藩
内
に
お
け
る
風
土
記
お
よ
び
地
誌
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り

が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
示
す
の
が
寛
文
七
（
一
六
六
七
）
年
成
立
と
さ
れ
る
『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』
で
あ
る
。
本
書
は
水
戸
藩
に
お
い

て
編
纂
さ
れ
た
藩
撰
地
誌
で
あ
る
。（『
風
土
記
受
容
史
研
究
』
第
二
章
『
常
陸
国
風
土
記
』
再
発
見
前
夜

二
〇
九
頁
）

と
述
べ
、当
時
の
藩
主
で
あ
っ
た
徳
川
光
圀
の
元
で
、地
誌
編
纂
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
現
存
の『
古

今
類
聚
常
陸
国
誌
』
に
は
、『
常
陸
』
の
記
事
が
少
な
か
ら
ず
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
編
者
で
あ
る
小
宅
生
順
は
延
宝
二
年
に
没
し
て
お
り
、

延
宝
五
年
に
彰
考
館
で
書
写
さ
れ
た
『
常
陸
』
を
見
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
瀬
谷
義
彦
は
『
茨
城
県
史
料

近
世
地
誌
編
』
の
解
題

に
お
い
て
（
注
5
）、

本
書
（
橋
本
注
、「
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
」）
は
、
寛
文
年
間
藩
主
光
圀
が
、
儒
官
の
小
宅
生
順
に
命
じ
て
編
纂
さ
せ
た
「
常
陸
国
風
土
記
」

（
橋
本
注
、
奈
良
時
代
の
風
土
記
で
は
な
い
）
の
増
補
本
と
み
ら
れ
る
が
、
生
順
は
延
宝
二
年
、
つ
ま
り
「
古
風
土
記
」
発
見
以
前
に
没
し

て
い
る
か
ら
、そ
の
増
補
は
生
順
以
外
の
者
の
手
に
な
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
増
補
者
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

（
二
一
頁
）

水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容
（
橋
本
）
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と
述
べ
て
お
り
、『
常
陸
』
の
引
用
は
、
小
宅
生
順
の
没
後
に
第
三
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
常
陸
』
の

引
用
に
つ
い
て
兼
岡
は
（
注
6
）、

『
古
今
類
聚
』
が
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
限
っ
た
こ
と
と
は
い
え
、
逸
文
採
集
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
逸
文
探

索
の
先
蹤
と
し
て
重
視
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。（
兼
岡
前
掲
書
二
一
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
兼
岡
は
、
逸
文
採
集
と
い
う
立
場
で
『
常
陸
』
の
本
文
引
用
を
捉
え
て
い
る
が
、
受
容
史
的
な
視
点
か
ら
考
え
た

場
合
、
地
誌
に
利
用
さ
れ
た
古
風
土
記
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
よ
う
に
逸
文
採
集
と
い
う
観
点
は
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ

な
ら
、
水
戸
藩
の
地
誌
で
は
、『
常
陸
』
そ
の
も
の
を
地
理
的
・
歴
史
的
考
証
の
根
拠
と
し
て
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
れ

ま
で
に
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
逸
文
を
拾
い
集
め
る
と
い
う
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
近
世
期
に
お
け
る
古

風
土
記
の
利
用
を
、
逸
文
採
集
と
見
る
か
あ
る
い
は
積
極
的
な
根
拠
資
料
と
し
て
の
活
用
と
見
る
か
は
、
今
後
の
古
風
土
記
研
究
に
お
い
て

重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、『
古
今
類
聚
常
陸
国
誌
』
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
を
み
て
い
く
と
、
少
な
か
ら
ず
本
文
を
改
変
し
た
も
の
が
見
ら
れ
る
こ

と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
山
信
名
が
文
化
九
年
十
月
に
岡
崎
正
忠
本
を
書
写
し
た
と
い
う
識
語
を
も
つ
写
本
（
靜
嘉
堂
文

庫
所
蔵
）
で
確
認
し
て
み
る
と
、「
建
置
沿
革
」
の
記
事
に
、

倭
武
王
【
即
日
本
建
尊
】
巡
狩
東
夷
国
、
過
新
治
縣
、
王
令
国
造
【
蓋
今
国
守
】
毘
那
良
珠
命
【
五
字
人
名
】
新
堀
井
得
、
泉
清
令
愛
、

王
停
乗
輿
翫
水
、
以
沾
御
袖
、
故
名
焉
（【
】
内
は
二
行
割
、
傍
線
は
橋
本
が
付
し
た
）

と
あ
る
。
傍
線
を
施
し
た
部
分
は
、『
常
陸
』
の
本
文
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
倭
武
王
」
は
、『
常
陸
』
で
は
「
倭
武
天
皇
」
と

あ
り
、「
倭
武
王
」
は
恣
意
的
な
改
変
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
改
変
は
文
化
文
政
期
の
地
誌
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。『
古
今
類
聚
常
陸

国
誌
』
の
引
用
態
度
は
、
い
ま
だ
文
献
考
証
が
確
立
し
て
い
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
内
容
で
あ
り
、『
常
陸
』
の
資
料
的
価
値
に
関
し
て
も
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十
分
な
認
識
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
元
禄
時
代
以
前
に
す
で
に
地
誌
編
纂
の
資
料
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
兼
岡

が
言
う
通
り
、水
戸
藩
に
お
け
る
地
誌
編
纂
と
風
土
記
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
2
）『
常
陸
考
』

こ
れ
は
長
久
保
赤
水
が
編
纂
し
た
地
誌
で
あ
る
。
現
存
本
は
靜
嘉
堂
文
庫
が
所
蔵
す
る
自
筆
写
本
一
本
の
み
で
あ
る
。
奥
書
、
識
語
の
い

ず
れ
も
見
当
た
ら
ず
書
写
年
は
不
明
で
あ
る
。『
常
陸
』
の
引
用
は
二
十
例
（
名
称
の
み
の
二
例
を
含
む
）
で
あ
り
、
お
お
む
ね
忠
実
な
引
用

で
あ
る
が
、
部
分
的
に
恣
意
的
な
改
変
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
調
査
が
進
ん
で
お
ら
ず
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た

い
と
思
う
。
長
久
保
赤
水
は
、
水
戸
の
地
理
学
者
で
あ
り
、『
大
日
本
史
』
地
理
志
の
編
纂
に
参
加
し
て
い
る
。（『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
）

西
野
宣
明
自
筆
の
「
常
陸
国
風
土
記
稿
本
」（
靜
嘉
堂
文
庫
蔵
）
の
メ
モ
書
き
の
中
に
、
前
記
延
宝
五
年
に
書
写
さ
れ
た
加
賀
本
の
系
統
の
写

本
と
し
て
「
赤
水
先
生
本
」
の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
長
久
保
赤
水
が
『
常
陸
』
を
書
写
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
保
十
年
に
刊
行

さ
れ
た
西
野
宣
明
の
『
訂
正
常
陸
国
風
土
記
』（
以
下
、
西
野
版
本
と
略
す
）
頭
注
に
は
、
一
箇
所
で
は
あ
る
が
長
久
保
赤
水
の
説
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、『
常
陸
考
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
か
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
含
め
て
、『
常
陸
考
』
が
受
容
史
の
上
で
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

（
3
）『
水
府
志
料
』

こ
れ
は
小
宮
山
楓
軒
が
編
纂
し
た
地
誌
で
あ
る
。
こ
の
資
料
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
稿
「
水
戸
藩
に
お
け
る

地
誌
の
編
纂
と
常
陸
国
風
土
記
」
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
（
注
7
）。

詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
調
査
結
果
を
前

掲
拙
稿
に
記
述
し
た
内
容
に
従
っ
て
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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藩
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一
、『
水
府
志
料
』
は
、
早
く
て
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）、
遅
く
と
も
天
保
二
年
（
一
八
三
一
年
）
に
成
立
し
、「
西
野
版
本
」
刊
行
以
前

に
ま
と
ま
っ
た
形
で
『
常
陸
』
を
引
用
し
た
（
二
十
九
例
）
地
誌
で
あ
る
。

二
、『
水
府
志
料
』
に
お
け
る
『
常
陸
』
の
引
用
態
度
は
、
地
理
考
証
を
主
と
し
、
古
代
の
文
献
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
と
こ
ろ
に
特
色

が
あ
る
。

三
、
西
野
版
本
の
頭
注
に
は
、『
水
府
志
料
』
の
地
理
考
証
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
少
な
く
と
も
二
例
存
在
す
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、『
水
附
志
料
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
を
め
ぐ
る
考
証
が
、
西
野
版
本
に
よ
っ
て
逆
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
風
に
言
え
ば
資
料
の
二
次
利
用
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
常
陸
』
の
資
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
た
結

果
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
誌
か
ら
の
版
本
へ
の
逆
利
用
は
、
次
に
あ
げ
る
『
鹿
嶋
志
』
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
。

（
4
）『
鹿
嶋
志
』

こ
れ
は
北
条
時
鄰
が
編
纂
し
た
資
料
で
あ
り
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
版
本
で
あ
る
。
袋
綴
の
二
冊
本
で
、
鹿
島
神

宮
の
由
来
・
祭
礼
・
摂
社
な
ど
を
記
し
、
さ
ら
に
多
く
の
図
絵
を
含
ん
で
い
る
。
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
に
は
、
外
題
に
「
鹿
嶋
志
」
と
あ
る

が
、
見
開
き
に
は
「
北
條
時
鄰
著

鹿
島
名
所
図
絵
」
と
あ
り
、
鹿
島
神
宮
を
中
心
と
し
た
こ
の
地
方
の
名
所
旧
跡
を
紹
介
し
た
内
容
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
資
料
に
寄
せ
た
小
山
田
与
清
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
著
者
の
北
條
時
鄰
は
鹿
島
神
宮
の
神
官
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。『
常

陸
』
の
引
用
は
二
十
一
例
で
、『
水
府
志
料
』
と
同
じ
く
本
文
を
忠
実
に
引
用
し
、
ま
た
訓
読
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
以
下
、

こ
の
資
料
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
版
本
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
の
記
事
は
、
こ
の
本
の
主
た
る
内
容
が
鹿
嶋
神
宮
の
由
来
・
祭
礼
お
よ
び
関
連
す
る
事
項
を
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述
べ
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
香
島
郡
記
事
と
香
島
神
宮
関
係
の
記
事
に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
現
存
『
常
陸
』
の
香
島
郡
記
事
の
ほ
ぼ
全
体
に

わ
た
っ
て
い
る
。
そ
の
項
目
を
引
用
順
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

鎮
座
由
来
（
乾

上
巻
）

香
島
天
之
大
神
降
臨
伝
承
（
香
島
郡
）

鎮
座
由
来
（
乾

上
巻
）

大
中
臣
神
聞
勝
命
伝
承
（
香
島
郡
）

神
宮
造
営
（
乾

上
巻
）

淡
海
大
津
朝
時
代
の
造
営
記
事
（
香
島
郡
）

宮
所
沿
革
（
乾

上
巻
）

卜
氏
居
所
叙
景
記
事
（
香
島
郡
）

神
宝
（
乾

上
巻
）

崇
神
天
皇
時
代
の
奉
幣
記
事
（
香
島
郡
）

坂
戸
神
社
（
乾

上
巻
）

香
島
建
郡
記
事
（
香
島
郡
）

沼
尾
神
社
（
乾

上
巻
）

沼
尾
池
記
事
（
香
島
郡
）

あ
い
ろ
こ
い
ろ
の
神
社
（
乾

上
巻
）

年
別
七
月
造
舟
奉
納
記
事
（
香
島
郡
）

手
子
﨑
神
社
（
乾

上
巻
）

童
子
女
松
原
伝
説
（
香
島
郡
）

御
舩
祭
（
乾

上
巻
）

年
別
七
月
造
舟
奉
納
記
事
（
香
島
郡
）

黒
酒
白
酒
祭
（
乾

上
巻
）

年
別
四
月
十
日
卜
氏
祭
宴
記
事
（
香
島
郡
）

霰
零
鹿
島
（
坤

下
巻
）

香
島
郡
風
俗
説
（
香
島
郡
）

高
間
の
原
（
坤

下
巻
）

高
松
浜
記
事
（
香
島
郡
）

角
折
浜
（
坤

下
巻
）

角
折
浜
記
事
（
香
島
郡
）

甕
山
（
坤

下
巻
）

晡
時
臥
山
伝
説
（
那
賀
郡
）

神
の
池
（
坤

下
巻
）

安
是
湖
記
事
（
香
島
郡
）

水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容
（
橋
本
）

― 123 ―



潮
来
村
（
坤

下
巻
）

板
来
村
地
名
起
源
記
事
（
行
方
郡
）

神
領
（
坤

下
巻
）

香
島
建
郡
記
事
（
香
島
郡
）

神
領
（
坤

下
巻
）

神
戸
記
事
（
香
島
郡
）

卜
部
家
（
坤

下
巻
）

卜
氏
居
所
記
事
（
香
島
郡
）

白
鳥
郷
（
坤

下
巻
）

白
鳥
里
伝
承
（
香
島
郡
）

こ
れ
ら
の
引
用
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
原
文
の
引
用
に
加
え
て
本
文
右
に
仮
名
の
訓
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
、
原
文
の
一
部

を
、
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
訓
読
文
と
し
て
書
き
下
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
書
き
下
し
に
関
し
て
は
部
分
的
な
改
変
も
認

め
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
訓
読
は
、
西
野
版
本
以
前
に
付
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
詳
し

く
論
じ
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
『
鹿
嶋
志
』
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
の
記
事
お
よ
び
そ
れ
に
関
す
る
記
述
と
、
西
野
版
本

の
頭
注
に
み
ら
れ
る
記
述
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

さ
て
、『
水
府
志
料
』
を
検
討
し
た
中
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
西
野
版
本
に
は
先
行
す
る
地
誌
に
基
づ
く
頭
注
が
存
在
し
て
い
る
が
、『
鹿

嶋
志
』
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
一
例
を
次
に
挙
げ
て
み
よ
う
。『
鹿
嶋
志
』
乾
、
十
九
丁
表
の
「
沼
尾
神
社
」
に
関
す

る
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

沼
尾
村
に
あ
り
。
祭
神
経
津
主
大
神
。
風
土
記
に
、
其
社
北
沼
尾
池
。
古
老
曰
神
世
自
レ
天
流
来
水
沼
。
所
レ
生
蓮
根
味
気
太
異
甘
絶
二

他
所
一。
有
レ
病
食
二
此
沼
蓮
一
早
差
験
云
々
。

夫
木
集

藤
原
光
俊

沼
尾
の
池
の
玉
水
神
代
よ
り
た
え
ぬ
や
深
き
誓
な
る
ら
ん
。
同
書
に
。
此
哥
は
康
元
元
年
十
一
月
五
日
鹿
島
社
に
ま
う
で
て
。
次
に
宮

め
ぐ
り
侍
に
沼
尾
社
へ
。
か
の
池
の
こ
と
さ
ま
い
さ
ぎ
よ
く
み
え
て
。
神
代
に
空
よ
り
水
く
だ
り
て
と
思
ふ
も
こ
と
あ
り
が
た
し
。
蓮
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の
生
て
服
す
る
も
の
不
老
不
死
な
ど
風
土
記
に
み
え
た
る
に
。
今
ハ
な
き
ふ
る
こ
と
に
な
ん
侍
け
る
云
々
。
舊
跡
の
か
く
た
え
ゆ
く
ハ

い
と
歎
か
ハ
し
き
わ
ざ
に
な
ん
。

こ
の
記
事
は
、

（
1
）
神
社
の
所
在
地

（
2
）
祭
神

（
3
）『
常
陸
』
の
「
沼
尾
池
」
に
関
す
る
記
事
の
引
用

（
4
）『
夫
木
集
』
所
載
、
藤
原
光
俊
の
「
沼
尾
池
」
を
詠
ん
だ
和
歌
と
そ
の
左
注
の
引
用

（
5
）
感
想

の
五
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。（
4
）
の
『
夫
木
集
』
所
載
の
藤
原
光
俊
の
和
歌
は
、『
夫
木
和
歌
抄
』
巻
第
二
十
三
雑
部
五
に
収
め
ら
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
（『
新
編
国
歌
大
観
』
第
二
巻
、
私
撰
集
編
、
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
三
月
）。
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る
と
「
い
さ
ぎ
よ
く
」（『
鹿

嶋
志
』）
と
「
い
さ
清
く
」（『
新
編
国
歌
大
観
』）
な
ど
若
干
の
本
文
異
同
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
集
か
ら
引
用
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
西
野
版
本
の
十
九
丁
表
を
見
る
と
「
沼
尾
池
」
に
関
す
る
頭
注
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

夫
木
集
有
二
藤
原
光
俊
歌
一
其
詞
云
、
康
元
元
年
十
一
月
五
日
詣
二
鹿
島
社
一
其
次
見
沼
尾
池
之
蓮
風
土
記
所
謂
不
老
不
死
之
語
今
徒

存
二
古
語
一
耳
絶
矣
云
々

西
野
版
本
の
頭
注
は
す
べ
て
漢
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、ま
た
北
條
時
鄰
の
名
前
も
見
え
て
い
な
い
が
、夫
木
集
記
事
の
引
用
は
、『
鹿
嶋
志
』

の
記
述
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
記
事
の
直
後
、
二
十
丁
表
の
「
寒
田
」
に
関
す
る
頭
注

の
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
北
條
時
鄰
の
名
前
を
挙
げ
て
次
の
よ
う
な
短
い
説
明
が
あ
る
。

北
條
時
鄰
云
、
寒
田
今
神
池
是
也
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こ
れ
に
関
し
て
は
、『
鹿
嶋
志
』
坤
、
十
一
丁
裏
か
ら
十
二
丁
表
に
か
け
て
記
さ
れ
た
「
神
の
池
」
の
記
事
を
参
考
に
し
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。『
鹿
嶋
志
』
で
は
、
こ
の
神
の
池
に
つ
い
て
「
安
是
湖
と
い
へ
る
是
な
り
」
と
述
べ
た
直
後
に
風
土
記
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
。

し
か
し
、
さ
ら
に
見
て
い
く
と
こ
の
記
事
の
末
尾
に
二
行
割
注
の
形
で
「
安
是
湖
」
説
を
訂
正
す
る
一
文
が
あ
る
。
そ
れ
を
次
に
挙
げ
る
。

再
按
上
文
阿
是
湖
を
神
池
也
と
い
へ
る
ハ
中
く
に
誤
に
て
風
土
記
に
寒
田
池
と
あ
る
が
神
池
の
こ
と
な
る
べ
く
お
ぼ
ゆ

こ
の
記
述
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
神
池
」
が
「
寒
田
」
で
あ
る
と
い
う
西
野
版
本
の
頭
注
は
、
北
條
時
鄰
自
身
に
よ
る
訂
正
の
割
注

に
依
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
沼
尾
」
に
関

す
る
夫
木
和
歌
抄
の
引
用
に
つ
い
て
も
『
鹿
嶋
志
』
に
依
拠
し
た
と
考
え
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
西
野
版
本
に
は
、
名
前
を
明
記
せ
ず
に
他

説
を
引
用
し
た
例
が
他
に
も
あ
り
（
注
8
）、

こ
れ
も
そ
の
一
つ
と
認
め
ら
れ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、『
鹿
嶋
志
』
お
よ
び
『
水
府
志
料
』
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
と
、
そ
れ
に
関
す
る
記
述
を
西
野
版
本
が
頭

注
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
文
化
文
政
期
の
地
誌
編
纂
に
際
し
て
、『
常
陸
』
が
資
料
と
し
て
価
値
が

あ
る
と
い
う
認
識
の
広
が
り
が
水
戸
藩
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、

や
が
て
地
誌
の
記
事
を
引
用
す
る
と
い
う
形
で
西
野
版
本
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
水
戸
に
お

け
る
『
常
陸
』
受
容
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
『
常
陸
』
に
対
す
る
関
心
は
、
水
戸
学
の
形
成
と
も
無
関

係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
そ
こ
で
続
い
て
、『
常
陸
』
の
受
容
と
水
戸
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

三

静
嘉
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
西
野
宣
明
自
筆
の
「
常
陸
国
風
土
記
稿
本
」
と
西
野
版
本
を
確
認
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
水
戸
藩
の
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学
者
の
名
前
が
少
な
か
ら
ず
出
て
く
る
。
そ
れ
を
取
り
出
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。（
立
原
翠
軒
と
藤
田
幽
谷
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
に
一

字
下
げ
で
記
し
た
人
物
は
水
戸
学
に
お
け
る
立
原
派
、
藤
田
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
）

丸
山
雲
平
（
明
暦
三
年
〈
一
六
五
七
〉
～
享
保
十
六
年
〈
一
七
三
一
〉）

長
久
保
赤
水
（
享
保
二
年
〈
一
七
一
七
〉
～
享
和
元
年
〈
一
八
〇
一
〉）

北
条
時
鄰
（
享
和
二
年
〈
一
八
〇
二
〉
～
明
治
十
年
〈
一
八
七
七
〉）

立
原
翠
軒
（
延
享
元
年
〈
一
七
四
四
〉
～
文
政
六
年
〈
一
八
二
三
〉）

小
宮
山
楓
軒
（
明
和
元
年
〈
一
七
六
四
〉
～
天
保
十
一
年
〈
一
八
四
〇
〉、
西
野
版
本
序
文
の
寄
稿
者
、
立
原
派
）

青
山
延
干
（
安
永
五
年
〈
一
七
七
六
〉
～
天
保
十
四
年
〈
一
八
四
三
〉、
立
原
派
）

立
原
任
（
天
明
六
年
〈
一
七
八
六
〉
～
天
保
十
一
年
〈
一
八
四
〇
〉、
立
原
翠
軒
長
男
の
立
原
杏
所
、
立
原
派
）

藤
田
幽
谷
（
安
永
三
年
〈
一
七
七
四
〉
～
文
政
九
年
〈
一
八
二
六
〉）

会
沢
正
志
斎
（
天
明
二
年
〈
一
七
八
二
〉
～
文
久
三
年
〈
一
八
六
三
〉、
西
野
版
本
序
文
の
寄
稿
者
、
藤
田
派
）

吉
田
令
世
（
寛
政
三
年
〈
一
七
九
一
〉
～
弘
化
元
年
〈
一
八
四
四
〉、
藤
田
派
）

藤
田
東
湖
（
文
化
三
年
〈
一
八
〇
六
〉
～
安
政
二
年
〈
一
八
五
五
〉、
藤
田
派
）

こ
こ
に
挙
げ
た
人
々
は
、『
大
日
本
史
』
編
纂
の
中
心
的
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
田
幽
谷
・
東
湖
父
子
、
青
山
延
干
、
会
沢
正
志
斎
な

ど
の
学
者
は
、
水
戸
学
の
形
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
た
ち
で
も
あ
る
。
小
宮
山
楓
軒
が
書
写
し
た
『
常
陸
』
に
は
随
所
に
書
入
れ

が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
本
文
校
訂
や
地
理
考
証
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
も
の
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
の
他
の
人
々
が
具
体
的
に

水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容
（
橋
本
）

― 127 ―



ど
の
よ
う
に
『
常
陸
』
の
書
写
や
注
釈
に
関
与
し
て
い
た
か
を
知
る
資
料
は
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
会
沢
正
志
斎
が
西
野
版
本
に
寄

せ
た
序
文
に
つ
い
て
は
、
彼
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
新
論
』「
国
体
論
」
で
述
べ
て
い
る
国
家
制
度
史
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
9
）。

こ
の
こ
と
を
一
歩
進
め
て
考
え
る
と
、
水
戸
藩
で
は
『
常
陸
』
が
国
家
制
度
史
や
地
理
的
考
証
の
有
力
な
資
料
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
可

能
性
を
強
く
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
古
風
土
記
受
容
史
研
究
や
水
戸
学
研
究
に
お
い
て
見
過
ご

さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
上
で
の
基
礎
的
作
業
と
し
て
、
水

戸
藩
地
誌
に
引
用
さ
れ
た
『
常
陸
』
に
つ
い
て
概
略
的
な
考
察
を
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て

き
た
こ
と
と
、
今
後
の
研
究
課
題
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
う
。

四

ア
、
水
戸
藩
で
は
、
江
戸
時
代
前
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
断
続
的
に
地
誌
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

イ
、
そ
れ
ら
地
誌
編
纂
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
に
成
立
し
た
『
常
陸
国
風
土
記
』
が
、
水
戸
藩
の
歴
史
・
地
理
考
証
の
有
力
資
料
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
存
在
す
る
。

ウ
、『
常
陸
国
風
土
記
』
を
地
誌
に
活
用
し
た
人
を
見
て
い
く
と
、
大
日
本
史
編
纂
や
、
水
戸
学
確
立
に
関
わ
っ
た
学
者
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

エ
、
水
戸
学
の
底
流
に
は
、
古
代
律
令
制
度
を
積
極
的
に
評
価
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
（
会
沢
正
斎
「
新
論
」、
西
野
版
本
に
寄
せ
た
正
志
斎

の
序
文
）。

オ
、
地
誌
に
見
ら
れ
る
『
常
陸
』
の
引
用
や
西
野
版
本
に
お
け
る
注
釈
作
業
は
、
水
戸
学
の
形
成
過
程
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
。

皇
學
館
大
学
創
立
百
四
十
周
年
・
再
興
六
十
周
年
記
念
『
皇
学
論
纂
』
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カ
、
水
戸
学
に
お
け
る
国
家
制
度
に
関
す
る
理
論
の
形
成
を
考
え
る
上
で
、
西
野
版
本
の
注
釈
が
果
た
し
た
役
割
は
小
さ
く
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

キ
、
思
想
史
の
立
場
か
ら
の
水
戸
学
研
究
で
は
、
地
誌
を
射
程
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
常
陸
国
風
土
記
の
受
容
史
研
究
に
お
い
て

も
、
水
戸
学
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

注
1
、
飯
田
瑞
穂
「『
常
陸
風
土
記
』
の
諸
本
に
つ
い
て
」、『
古
代
史
籍
の
研
究

上
』、
飯
田
瑞
穂
著
作
集
2
所
収
、
吉
川
弘
文
館
刊
、
平
成
十
二
年

〈
二
〇
〇
〇
年
〉
五
月
）。

2
、
秋
本
吉
郎
『
風
土
記
の
研
究
』（
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
書
房
刊
、
昭
和
三
十
八
年
〈
一
九
六
三
年
〉
十
月
）。

3
、
兼
岡
理
恵
『
風
土
記
受
容
史
研
究
』（
笠
間
書
院
刊
、
平
成
二
十
年
〈
二
〇
〇
八
年
〉
二
月
）。

4
、
兼
岡
、
注
3
著
書
第
二
章
。

5
、『
茨
城
県
史
料

近
世
地
誌
編
』（
昭
和
四
三
年
〈
一
九
六
八
年
〉
三
月
）。

6
、
兼
岡
、
注
3
著
書
第
二
章
。

7
、
拙
稿
「
水
戸
藩
に
お
け
る
地
誌
の
編
纂
と
常
陸
国
風
土
記
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
十
七
巻
十
号
、
令
和
二
年
〈
二
〇
二
〇
年
〉
十
月
）。

8
、
拙
著
『
古
風
土
記
の
研
究
』（
和
泉
書
院
刊
、
平
成
十
九
年
〈
二
〇
〇
七
年
〉
一
月
）
第
四
章
所
収
、「
伴
信
友
本
書
き
入
れ
本
の
位
置
」
参
照
。

9
、
橋
本
雅
之
「
会
沢
正
志
斎
『
新
論
』
と
『
訂
正
常
陸
国
風
土
記
』
序
文
‐
底
流
と
し
て
の
水
戸
学
‐
」。
こ
の
題
目
で
、
令
和
二
年
十
一
月
十
四
日
に

皇
學
館
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
科
学
研
究
費
研
究
報
告
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
口
頭
発
表
し
た
。
そ
の
発
表
の
概
要
は
、
橋
本
雅
之
・
兼
岡
理
恵
・

板
東
洋
介
編
『
平
成
三
十
年
～
令
和
二
年
度

科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
報
告
書

水
戸
学
に
お
け
る
地
誌
の
注
釈
と
編
纂
を
め
ぐ
る
基

水
戸
藩
の
地
誌
に
お
け
る
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
受
容
（
橋
本
）
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礎
的
研
究
』（
令
和
三
年
〈
二
〇
二
一
年
〉
三
月
刊
、
磯
野
印
刷
）
の
八
頁
～
十
二
頁
に
お
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
口
頭
発
表
内
容
と
し
て
掲
載
し
た
。

付
記本

稿
は
、
平
成
三
十
年
～
三
十
二
年
度
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
（
Ｃ
）
研
究
課
題
「
水
戸
学
に
お
け
る
地
誌
の
注
釈
と
編
纂
を
め
ぐ
る
基
礎
的
研
究
」、

研
究
代
表
者

橋
本
雅
之
（
皇
學
館
大
学
、
常
陸
国
風
土
記
・
風
土
記
受
容
史
）・
研
究
分
担
者

兼
岡
理
恵
（
千
葉
大
学
、
風
土
記
受
容
史
）・
板
東
洋

介
（
皇
學
館
大
学
、
近
世
倫
理
思
想
史
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

皇
學
館
大
学
創
立
百
四
十
周
年
・
再
興
六
十
周
年
記
念
『
皇
学
論
纂
』
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